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○三原市空き家改修等支援事業補助金交付要綱  

平成２７年７月３１日 

要綱第８２号 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、市内の空き家の流動化を促進し、本市人口の増加

を図るため、空き家活用に要する経費に対し、予算の範囲内において、

三原市空き家改修等支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交

付するものとし、その交付に関しては、三原市補助金等交付規則（平

成１７年三原市規則第５６号。以下「規則」という。）に定めるもの

のほか、この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 

(1)　定住　１０年以上住む意思をもって居住し、本市の住民基本台帳

に記録され、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。 

(2)　空き家　居住を目的として建築された市内に存する建物(賃貸、

分譲等を目的として建築されたものを除く。)であって、現に居住し 

ていない、又は居住しなくなる予定のものをいう。 

(3)　移住　１年以上継続して市外に住所を有している者が本市に定

住の意思を持って転入することをいう。 

(4)　空き家バンク物件　三原市空き家バンクに登録された空き家を

いう。 

(5)　空き家バンク物件利用者　空き家バンク物件を購入又は賃借等

で使用する者をいう。 

 
改正　平成２９年９月２９日要綱第１

０７号

令和２年４月１日要綱第

８５号

 
令和３年４月１日要綱第５３―２号 　令和７年４月１日要綱第

５８号
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(6)　空き家所有者　空き家に係る所有権その他の権利により、当該空

き家の売却又は賃貸等を行うことができる者をいう。ただし、法人

を除く。 

(7)　中山間地域　三原市中山間地域活性化基本方針で設定する地域

をいう。 

(8)　市税　市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び国民

健康保険税をいう。 

（補助対象者等） 

第３条　補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の

各号に掲げる者とする。 

(1)　次のいずれにも該当する空き家バンク物件利用者 

ア　定住の意思をもって移住しようとする者又は既に空き家バンク

物件を利用して移住している者 

イ　空き家バンク物件の売買等契約成立後、原則１年を経過してい

ない者 

ウ　空き家バンク物件を購入しない場合は、空き家バンク物件所有

者と改修に関して書面による同意が得られている者 

エ　補助金の交付の申請の日までに本市の住民基本台帳に記録され

ていない者にあっては、当該補助事業実施後原則３箇月以内に転入

の届出を行う者 

(2)　空き家バンク登録日又は第9条に規定する実績報告書の提出日の

いずれか遅い日から2年以上空き家バンクに登録する意思がある空

き家所有者。ただし、2年を経過する日までに第三者と賃貸又は売買

の契約を締結することとなった場合は、この限りでない。 

２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、こ

の要綱による補助金の交付を受けることができない。 

(1)　３親等内の親族間での空き家バンク物件の売買若しくは賃貸借

又は無償での使用に係る場合 

(2)　本市の市税を滞納している者 
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(3)　三原市暴力団排除条例（平成２４年三原市条例第４号）第２条第

３号に規定する者又は当該者と密接な関係を有する者 

(4)　この要綱に基づく補助金の対象事業に係る経費について、国又は

地方公共団体から補助を受けている又は受ける予定がある場合 

３　この要綱により補助金の交付を受けることができるのは、改修費に

ついては同一補助対象者に、家財整理費については同一空き家所有者

（当該補助事業の家財整理費に係る補助金の交付を受けた物件を相続

した者を除く。）に対してそれぞれ１回を限度とする。 

（補助金の額及び交付対象経費） 

第４条　補助金の区分、対象事業及び補助金額は、別表第１に掲げると

おりとする。 

（交付の申請） 

第５条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、三原市空き家改修等支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に

必要書類を添えて、補助対象事業施工前までに市長に提出しなければ

ならない。 

（交付の決定及び通知） 

第６条　市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係

る書類を審査し、補助金を交付するものと決定したときは、規則第７

条の補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。 

（計画の変更） 

第７条　前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補

助事業者」という。）は、その申請事項について変更が生じた場合は、

当該変更が生じた日から１４日以内に三原市空き家改修等支援事業補

助金変更交付申請書（様式第２号）に、関係書類を添えて市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

２　市長は、前項の規定による申請があったときは、変更内容を審査の

上、前条の規定による決定を変更することができる。 

（変更決定の通知） 
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第８条　市長は、前条第２項の規定により当該補助金の交付の決定を変

更したときは、規則第１４条の補助金等変更決定通知書により、申請

者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条　補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該完了した

日から３０日以内又は補助申請年度の末日のいずれか早い日までに三

原市空き家改修等支援事業実績報告書（様式第３号）に、関係書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１０条　市長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを

審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、

規則第１６条の補助金等の額の確定通知書により、補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の請求） 

第１１条　補助事業者は、前条の規定によるによる通知があったときは、

速やかに三原市空き家改修等支援事業補助金交付請求書（様式第４号）

を市長に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１２条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、

天災その他やむを得ない場合を除き、補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消すことができる。 

(1)　補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為

があったとき。 

(2)　補助対象事業を承認なく変更し、又は中止したとき。 

(3)　提出書類に虚偽の記載等不正な行為があったとき。 

(4)　第 3条第1項第1号に該当する者が当該補助事業の改修費に係る補

助金の交付を受けた物件に移住した日から10年未満の間に、他人へ

の貸与、売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくな

ったとき。 
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(5)　第 3条第1項第2号に該当する者が、当該補助事業の家財整理費に

係る補助金の交付を受けた物件の空き家バンク登録日又は第9条に 

規定する実績報告書の提出日のいずれか遅い日から2年未満の間に、空 

き家バンク登録を抹消したとき。ただし、2年を経過する日までに第三 

者と賃貸又は売買の契約を締結することとなった場合はこの限りでな

い。 

(6)　前各号に掲げるもののほか、この要綱に違反する行為があったと

き。 

２　市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、

三原市空き家改修等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第５号)

により通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条　市長は、前条の規定による補助金の交付決定を取り消した場

合において、補助金を既に交付しているときは、三原市空き家改修等

支援事業補助金返還命令書(様式第６号)により、期限を定めて、その

全部又は一部の返還を命じるものとする。 

（その他） 

第１４条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

附　則 

この要綱は、平成２７年８月１日から施行する。 

附　則（平成２９年９月２９日要綱第１０７号） 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

附　則（令和２年４月１日要綱第８５号） 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則（令和３年４月１日要綱第５３―２号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

 
区分 対象事業 対象者 補助金額

 
改修 空き家の居住の用に供する部分（店第3条第 対象事業に係る
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舗、倉庫等の用途に係るものを除く。）

に関し、機能回復のための修繕工事又

は設備改善のための改修工事で、次に

掲げる要件を全て満たすもの 

(1)　補助金の交付決定日から原則

2月以内に着手し、当該交付決定

日が属する年度内に完了する修

繕工事又は改修工事であること。 

(2)　次のいずれかに該当するこ

と。 

ア　市内の建築業者等（個人事業

主を含む。）が施工すること。 

イ　市内の事業者等から購入し

た材料を使用し、自らが施工す

ること。

1項第1

号に掲

げる者

経費の2分の1以内

とし、30万円を限度

とする。 

（算出した金額に

千円未満の端数が

あるときは、これを

切り捨てる。）

 
家財

整理

三原市空き家バンクに登録してい

る又は登録するための空き家の家財

道具を搬出処分するもの。

第3条第

1項第2

号に掲

げる者

(1)　中山間地域以

外 

対象事業に係る

経費の2分の1以内

とし、5万円を限度

とする（ただし、算

出した金額に千円

未満の端数がある

ときは、これを切り

捨てる。）。 

(2)　中山間地域 

対象事業に係る

経費の3分の2以内

とし、20万円を限度

とする（ただし、算



7/7

別表第２（第１３条関係） 

 
出した金額に千円

未満の端数がある

ときは、これを切り

捨てる。）。

 定住した期間 返還を求める額

 ３年未満 交付済み額の１００分の１００

 ３年以上７年未満 交付済み額の１００分の７５

 ７年以上１０年未満 交付済み額の１００分の５０


